
 

 小牧駅地下駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則及び小牧市駐車
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小牧市規則第１７号  



小牧駅地下駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則及び    

   小牧市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を    

   改正する規則 

 

 （小牧駅地下駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 小牧駅地下駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成元

年小牧市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

  様式第３券片（裏）中「、小牧駅西駐車場」を削る。 

 （小牧市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 小牧市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則（平成７年小

牧市規則第３７号）の一部を次のように改正する。 

  様式第１券片（裏）中「、小牧駅西駐車場」を削る。 

  様式第２（裏）中「及び小牧駅西駐車場」を削る。 

   附 則 

１ この規則は、平成３１年７月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧駅地下駐車場の設置及び管理に

関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている回数駐車券及び改

正前の小牧市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づ

いて作成されている回数駐車券は、それぞれ改正後の小牧駅地下駐車場

の設置及び管理に関する条例施行規則及び改正後の小牧市駐車場の設置

及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用す

ることができる。  


